
八尾市立学校給食調理場排気設備清掃業務入札要領 

１．配 布 書 類  ①入札要領、入札要領別紙 ②仕様書 ③入札書等 ④入札心得 ⑤八尾市郵

便入札手引き（選択制）等 

２．件 名   八尾市立学校給食調理場排気設備清掃業務 

３．入 札 日 時   令和８年６月 22 日（月）午後３時 30 分 10 分前から入室可能 

４．入 札 場 所   八尾市本町一丁目１番１号 八尾市役所 本館４階 入札室 

５．入札保証金 八尾市財務規則第 108 条各号のいずれかに該当する場合は免除する。落札者

が契約を締結しないときは、違約金として落札金額（１年当たりの額に換算し

た額）の 100 分の３に相当する額を徴収する。 

６．契約保証金   八尾市財務規則第 122 条第１項第３号により免除 

７．入 札 回 数   入札回数は、３回打ち切りとする。 

８．入 札 中 止  建設工事等競争入札心得第５条に該当する場合は入札を中止することがある。 

９．契 約 期 間   契約日から令和９年３月 31 日 

10．業 務 内 容   別紙仕様書のとおり 

11．落札者決定 （１）予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。ただし、公

   正な経済取引の秩序を乱すおそれがあると本市が判断したときは、落札者 

   とならない場合がある。 

 （２）落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじによ

   り落札者を決定する。 

（くじの方法については「八尾市郵便入札手引き」参照） 

12．支 払 条 件 支払いは、全小学校の清掃業務が完了したときもしくは、全中学校の清掃業務

が完了したときに支払うこととし、年 2回の支払いとする。ただし、小中とも

に全学校の清掃の完了が第二期中となった場合は年 1回支払いとする。 

なお、年 2回の支払い金額は別途定めるものとする。 

13．入 札 書 （１）本市所定の用紙を使用すること。 

        （１回目から３回目までの入札書に分かれており、必ず回数に応じた入札書

を使用すること。また、右下のくじ希望番号欄に任意の番号を記載すること。） 

        ※なお、くじ希望番号に数字の記載がない場合、入札参加資格者名簿の業者

番号の下３けたとする。 

（２）所在地・商号又は名称及び代表者職指名を記載し、届出印を押印。届出印を

押印している場合には代理人の押印は不要。代理人氏名の記載及び代理人の

印鑑による押印は不要。よって委任状の提出も不要。 

（３）届出印による押印を省略する場合は、本件責任者及び担当者欄を記載するこ

と。押印省略の際に当該記載を欠く入札書は無効となるので注意すること。 

  （４）入札金額は、消費税を含まない額を記載し、金額の頭に￥マークをつけア   

     ラビア数字で記載すること。 

        （５）内訳書には、単価、金額、合計（小計を合計したもので、入札書の入札金額

と同一となる。）を記載し、１回目の入札時に入札書と併せて投函すること。

その際、入札書は内訳書の上に添付し左上をホッチキス止めすること。２回



目からは入札書のみを投函すること。（落札者のみ後ほど提出すること。） 

（６）入札書の入札金額と内訳書の合計金額が異なる場合は、入札書の入札金額を

優先。 

 （７）入札を辞退する場合は、該当する入札物件の金額欄に辞退と記載すること。 

14．委 任 状 （１）入札書に代理人の印鑑を使用する場合は、委任状（本市所定の用紙）を提出  

すること。その場合、入札書には代理人の印鑑のみ押印のこと（会社の届出印

の押印は不要）。 

        （２）委任者欄に所在地、商号又は名称及び代表者職氏名を記載し、届出印を押印

すること。また、受任者欄に代理人氏名を記載し、代理人の印鑑により押印す

ること。 

        （３）届出印及び代理人の入札使用印を省略する場合は、本件責任者及び担当者欄

を記載すること。押印省略の際に当該記載を欠く委任状は無効となるので注

意すること。 

 

15. 入 札 無 効   八尾市財務規則第 111 条及び入札心得第７条に該当する入札は無効。 

16. 質 疑 照 会 （１）仕様書に関する質問は、公告の日の翌日から６月 11 日（木)午後５時までに、

事前に電話連絡の上、電子メールで下記まで提出すること。 

問合せ先 学務給食課 森田 

電子メールアドレス  kyuusyokusenta@city.yao.osaka.jp 

電話  072-924-9373 

（２）回答は令和８年６月 16日（火）に電子メールにて行う。 

17．異議の申立  入札をした者は、入札後この要領、仕様書、入札及び仕様書説明等についての

不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

18. そ の 他 （１）当該入札は郵便による応札を選択できるものとする。（別紙参照） 

（２）入札室への入室は、１業者１名とする。 

（３）入札を辞退する場合には、辞退届を提出することとし、口頭、電話、ＦＡＸ

及び電子メールによる辞退は認めない。 

（４）建設工事等競争入札心得を遵守のうえ入札に参加すること。 

 （５）入札参加者は、その提出した入札書の書き換え、引き換えまたは撤回をする

   ことはできない。 

  


